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本稿の自的は，特許範囲の変更が，企業の技術選択にどのような影響を与えるかを，

Mills and Smith (1996)の論文を援用しつつ分析することである. 2企業が，第一ステー

ジで!日技術と新技術のどちらを採用するかを同時に選択，第二ステージでクールノー競

を行なうというモデルを構築した.その際，新技術が drasticinnovationであるかど

うかを考慮した.本稿で得た主な結論は次の通りである. (1)特許の保護範囲の拡大は，

drastic innovationの場合， 1ミ&D投資企業数を増加させることはあるが，減少させるこ

とはない.non-drastic innovationの場合， R&D投資企業数を増加させることも減少さ

せることも起こりうる. (2)経済厚生を比較した場合，特許範囲の拡大が厚生水準を増

加させることはない. (3)経済厚生の観点から見ると，特許範囲の狭さ広さに関わらず，

費用低下と投資費用の水準如何では，投資企業数が過少になることも過剰になることもあ

る. (4)特許範聞の拡大によって社会的に望ましい投資企業数を達成できる場合は極め

て限定的である.

キーワード

技術選択，特許の保護範囲， R&D投資，過剰投資企業数，過少投資企業数

L はじめに

本稿では，特許の保護範囲の拡大が，企業の技術選択にどのような影響を与えるか，加

えて，選択された技術は社会的にみて望ましいのかどうかを， Mills and Smith (1996)の

論文を援用しつつ，分析していく.

Mills and Smith (1996)は， テージで，高水準の限界費用と低水準の固定費用と

* 本稿の作成にあたり，岡村誠先生(広島大学)から有益なコメントを頂きました.ここに記して感離しま

す.なお，ありうべき誤謬は全て筆者の責任です.
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いう技術か，低水準の限界費用と高水準の国定費用という技術のどちらかを選択，第二ス

テージで選択した技術を用いて間質財におけるクールノー競争を行なうという二段階ゲー

ムを構築し，次の結論を得た. [1]隈界費用と国定費用の水準如何で，各企業が別々の

技術を選択する場合がある. [2J回定費用を R&D投資とみなした場合，経済厚生の観点

から見ると，両社とも同じ技術を使用している時のみ， R&D投資を行なう企業数が過剰

か過少となる.従って， Mills and Smith (1996)は，一方の企業が新技術(低い限界費足

と高い回定費用)を採用し，もう一方が採用しないという状況が均衡となることを示した

上で，そういった場合には，社会的に見て R&D投資が行う企業数が最適になっているこ

とを示した.

Elberfeld (2003)はMillsand Smith (1996)モデルを寡占に拡張し，全ての企業が必ず

しも武&D投資を行なうわけではないという彼らの結論を確認した上で， 3企業以上な

らばR&D投資企業数が過剰となる場合しか生じないことを示した. Elberfeld and Gotz 

(2002)は，先述の技術選択の問題に関して独出的競争モデルでの長期均衡を分析し長期

均衡で企業が採用する技術は一つだけあり，厚生の観点からみて，必ずしも望ましい技術

を採用するとは限らないことを示した. Elberfeld (2003)のモデルに，新技術の限界費用

水準に不確実性を導入した Elberfeldand Nti (2004)は，この不確実性の上昇は， R&D費

用が高(低)い時，投資を行なう企業数を増加(減少)させる，との結論を得た.

このように， Mills and Smith (1996)モデルを拡張した形で，技術選択に関して，いく

つかの研究が行なわれているが，上記の諸論文は次の二つの問題点を内包している.

に，新技術は R&D投資を行なった全ての企業が利用可能であるということである.この

想定は，特許政策の観点からいうと，特許の保護範囲を狭くとって，向質財を生産する技

術であっても別々の技術とみなして，開発を行なった全ての企業に特許を賦与している

状況に相当する.先進国において，ここ 20年ばかり，特許の保護範囲を拡張するという

「プロパテントJ政策が実施されていることを鑑みると，上記諸論文が想定した状況とは

異なり，特許の保護範屈が広くなり，開発を行なった企業のうち，一企業だけに特許が賦

されるという状況に変化している 1)

は，新技術が開発，使用されても旧技術を有した企業が依然として操業可能な

non-drastic innovationに分析を限定しているという点である.技術革新の内容によって

は，大幅な費用低下が可能となり，新技術を有した企業のみ操業可能な状況が生じる可能

性は否定できない.

そこで，本稿では，特許範囲の広いケースについても分析を行ない，保護範囲の変更が

1) 特許の保護範囲に関するアメリカの動向に関しては，たとえば， Merges and Nelson (1990)を参損.
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技術選択に与える効果をみることにする.その際，新技術を有した企業のみ操業可能な

drastic innovationの場合も考察する.なお，本稿では，明確な結論を導出するために，

Mills and Smith (1996)の被占モデルを採用することにする.

本稿の構成は以下の通りである. 2節でモデルを提示し，分析を行なう. 3節で主要な

結果を提示する. 4節において，まとめと今後の課題について述べる.

エモデルと予備的考察

単位費用として Cだけかかる!日技備を有している 2企業(企業 1と企業 2)が次の二段

階ゲームに直面しているとする.第一ステージで，Fだけ R&D費用を支払って，新技術

を採用する (y)か否 (N)かを同時に決定する.新技術では，単位費用がゼロにまで低

下するとする.加えて，新技術を開発した企業は特許を申請するとする.第二ステージ

で，特許を取得した企業は新技術を用い，取得できなかった企業あるいは開発しなかった

企業は旧技術を用いて同質財を生産し，クールノー競争を行なう.

各企業の費用条件は，企業 i(i= 1ぅ2)の費用を Ciとすると ，18技術の場合，

Ci = Cqi (1) 

となり，新技術の場合，

Ci = F (2) 

と書ける.一方，計算の簡略化のために，線形の逆需要関数を

p = 1 -(ql + q2) (3) 

とする.ただし，pは価格，qiは各企業の生産量であり， 0く Cく 1を仮定する.

新技術を開発した企業は，特許申請を行なう.両企業が特許を申請した際，特許の保護

範囲が狭い場合，どちらの企業も特許取得は可能だが，保護範囲が広い場合，どちらか一

方の企業しか特許を取得できないと仮定する.その際，特許を取得できる確率は iとす

る.なお，両企業ともリスク中立的であるとする.

上記の 2段階ゲームに後ろ向き帰納法を適用して解く.ライバルが新技術を使用し，

当該企業が旧技術を使用して生産している場合， (1)， (2)， (3)式より，当該企業 tの

クールノー均衡生産量は，次の通りである.
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従って，次の結果を得る.

* qi 
1-2c 

3 

補題 1 i三Cく 1なら新技術は drasticinnovationであり， 0く Cく iならば，新技術は

non-drastic innovationである.

論題 1より，第一ステージでの部分ゲームにおける利得双行列は，特許の保護範囲が狭

い(広い)時には，表 1(表 2) のようになる.

1 

2 

表 1 特許の保護範囲が狭い場合
non-drastic innovation 

Y 

1 1 
--F，‘一一 F
9 ' 9 

(1十 C)2 円

9 9 

9 

N 

R旦ニ主立
9 

(1 -C)2 (1 -C)2 

9 9 

~ 
Y 

N 

drastic innovation 

Y N 

1 1 1 
F，::- F F，O 

9 9 4 

1 (1 -C)2 (1 -C)2 
0，--F  

う 4 9 9 

特許の保護範閤が狭い場合には，表 1より以下の結果を得る.

補題 2 保護範囲が狭いとする. (i) 0く C く iであるとしよう.もし F > ~c なら

ば，両企業とも貼Dを行なわない.もし jcど F>出子よれば，一方の企業のみ

Rω を行なう.もし，出子よど Fならば，両企業とも R&Dを行なう .(ii)i三 C く

1であるとしよう.もし F > Q+8Z4C2ならば，両企業とも R&Dを行なわない.もし

ど F> ~ならば，一方の企業のみ R&D を行なう.もし， j ど F ならば，両

企業とも R&Dを行なう.

特許の保護範囲が広い時には，表 2より下記の結果を得る.

補題 3 特許の保護範囲が広いとする. (i) 0く C く iであるとしよう.もし F>jc

ならば，両企業とも叩を行なわない.もし jcど F > 今 dならば，一方の企業

のみ駄目的う.もし，今丘三 Fならば，両企業とも R&Dを行なう. (ii)ド
C く 1であるとしよう.もし F>Q十 2 ならば，両企業とも R&Dを行なわない.も

し M;54C2 と F>~ ならば，一方の企業のみ R&D を行なう.もし， i 三 F ならば，両

企業とも R&Dを行なう.
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表 2 特許の保護範盟が広い場合
non帥 drasticinnovation drastic innovation 

~ Y N 民 Y N 

Y 

N 

5c2 -2c十2F?5C2-2c+2

18 18 

(1+c)2R (1-2c)2 

9 9 

(1 -2C)2 (1十C)2 (1-c)2 (1-c)2 
- F  

9 う 9 9 9 

_ 1 
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N 。‘ ~-F
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次に，経済厚生の観点からみて，どのような技術選択が望ましいかを考察する.特許の

保護範囲の違いと drasticinnovationかどうかによって，各ケースにおける厚生水準を求

めると，表3に示したようになる.表3より，保護範関の違いから次の結果が成立する.

補題4 特許範囲が狭ぱする. (i) 0く C く iとしよう.もし F>坐許よならば，両

企業とも貼Dを行なわないのが望ましい.必供三 F>坐手心ならば，一方の企業

のみ Rω を行なうのが望ましい.坐す丘三 Fならば，両企業とも貼Dを行なうのが

望ましい.(ii)i三C く 1であるとしよう.もし F >-~2c
2

ずω ならば，両企業とも

R&Dを行なわないのが望ましい.もし _32ペヂω どF>会ならば，一方の企業のみ

R&Dを行なうのが望ましい.もし，会主 Fならば，両企業とも R&Dを行なうのが望

ましい.

補題 5 特許の保護範囲が広川する. (i) 0く Cく iとしよう .F>坐許ならば，両

企業とも R&Dを行なわないのが望ましい.必pi三Fならば，一方の企業のみ R&D

を行なうのが望ましい. (ii)よく Cく1としよう .F >-~2c
2

-64c+5 ならば，両企業とも
72 

R&D を行なわないのが望ましい-~2c
2

-64c十!2. >F ならば，一方の企業のみ R&D を行72 =- c7' --- .~， 

なうのが望ましい.

表 3 各ケースにおける厚生水準

R&D 
保護範囲が狭しミ 保護範留が広い

drastic non-drastic drastic non-drastic 

2ネ土 ~ -2F 
4 3 llc2 -8c十8
一 -2F 一一 2F -2F 

9 9 8 18 

1社
3 
一 -F

llc2 -8c + 8 
-F  

3 
一 -F

llc2 -8c十 8
-F  

8 18 8 18 

O社 ~(1 -c? 
411 _¥2 4 2 

~(1 -c) 一(1-c) 一(1-c) 
9 9 9 9 
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主要な結果3碩

特許の保護範囲の変買が技術選択に与える影響

補題 2と補題3に示した結果を，縦軸に Fをとり横軸に Cをとった座標平面上に図示

すると，

3.1 

図 1のようになる.

新技術を選択する企業数国 1

(1， 2) 
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図 1の各領域に示した(爪n)において mは特許の保護範聞が狭い時に新技術を選択

する企業数， η は保護範閤が広い時に新技栴を選択する企業数を示している.新技術での

限界費用はゼロなので cはR&Dによる限界費用低下の度合を示すパラメータと読み替

える事ができる.

国 1より，次のことが読み取れる.保護範囲の広さに関わらず，加えて， drastic inno-

vationかどうかに関わらず， R&D投資費用が高くつく割に限界費用が余り低下しない

時は，両社とも R&Dを行なわず，大幅な費用低下が安価な R&D支出で行なえる時は，

両社とも R&Dを行なう.それ以外の状況では，どちらか一方の企業のみがR&Dを行な

う.この結果は， Mills and Smith (1996)の結果と基本的に同じである.

これらの結果に関する直観的な解釈は次の通りである. R&Dを行使することには，限

界費用を低下させ，生産量を増大させることを通じて，利潤を増大させるプラスの効果

と， R&D支出というマイナス効果が伴う.従って， R&D支出が非常に高い水準の場合

は，利潤増大というプラスの効果をマイナス効果が上回るので，両社とも R&Dを行なわ

ない.逆に，RgζD費用が非常に低い水準の場合は，マイナス効果がプラスの効果を下回

るので，両社とも R&Dを行なう.
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ここで R&D支出が中程度の水準で、あり，両社が投資を行なった時の利潤増大効果を

R&D支出が上回っているとする.この時，企業 1が戦略を変更して投資を行なわないと

する.企業 1は，この変更で投資支出分を節約できるのみならず，企業 2がR&Dを行な

っている状況において，自らの投資による生産量増加によって拍車をかけたであろう価格

低下を防ぐことができる.よって R&D水準が中程度の時は，企業 1はR&Dを行なわな

し

一方，企業 1がR&D投資を行なわない時，企業2がR&Dを行なうかどうかを考えて

みよう.企業 2がR&D投資を行なえば，限界費用を低下させられるので，しない場合に

比して生産量が増加する.確かに，旧技術を採用している企業 1は生産量を低下させる

ので，先の生産量増加が招く価格低下が緩和するが，限界費用低下の効果の方が大きいの

で，結果として，価格コストマージンが増加する.RgζD支出が中程度の水準ならば，生

産量増加とマージンの増加による利潤増大分を R&D費用が超えない.よって，企業2は

R&Dを行なう.かくして， R&D支出水準が中程度の場合には，どちらか一方の企業の

みが投資を行うのである.

特許の保護範囲の拡大が技術選択に与える影響についてみていく.両社とも R&D投資

を行なわない領域と一社のみが行なう領域との境界は，特許の保護範囲に関わらず問ーな

ので，特許の保護範囲の違いによって異なる結果が生じるのは，両社とも R&Dを行なう

か否かというケースである.新技術がdrasticinnovationの場合，保護範囲の拡大は，新

技術採用における期待独占利潤が高くなるので，その分だけ， R&D投資における利潤増

大効果が増す.従って，保護範囲が広い時は狭い時よりも，より高い R&D支出水準であ

ったとしても，両社とも R&Dを行なうのである.

新技術がnon-drasticinnovationの場合は，ある程度の費用低下が見込める領域 R2に

おいては，保護範囲の拡大による期待独占利潤の増大効果がR&D支出というマイナス効

果を上回るので，両社とも R&Dを行なう.しかし領域 Rlでは，保護範関の拡大によ

って， R&Dを行なう企業数が減少する.これらの結果をまとめると次のようになる.

命題 1 特許の保護範囲を拡大すると，新技術がdrasticinnovationの場合 cの大きさ

に依存することなく R&D投資企業数が増加する投資額の水準Fが必ず存在する.新技

術がnon-drasticinnovationの場合 cおよびFの組合せによって R&D投資企業数が増

加する場合も減少する場合もある.

ある所与の R&D投資額Fにおいて，両企業とも投資する時に得られる粗利潤が，特

許範盟を拡大すると変化することを，命題 1は意味している.そこで，両企業とも投資
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を行なっていることを所与にして，保護範囲の拡大によって，粗利潤がどのように変化す

るのかをみる.保護範囲の拡大による粗利潤の変化ムHは，拡大前の粗利潤を p*q*とす

ると，

*ム奇 * ムq
ムII pτ+ (p* c)τ+ムpq*ーグ (4) 

と示される. (4)式の右辺第 1項は，新技術が使用可能な場合に，生産量の増加ム互によ

って利潤が増加する効果をあらわす.第 2項は， I日技術を使用しなければならない場合，

生産量の減少ムqによって利潤が変化する効果を表している.ここで，ームq>ム奇 >0で

あることに注意しよう.なぜなら， I日技術を使用しなければならない場合，コスト詣で不

利になることによる生産量低下に加えて，ライバルの生産量増加による価格低下を緩和さ

せるため を低下させるのに対して，新技術を使える場合には，保護範囲拡大前後

でコストが変化しないので，生産量増加のスケールは，旧技術使用時と比べると小さくな

るからである.

第3項は，価格変化によって，利潤が変化する効果を示している.ここで注意すべき

は，価格変化は，当該企業がどちらの技術を使崩するかに依存しないことである.なぜ、な

ら，保護範囲の拡大によって，一方は!日技術，もう一方が新技術を使用するクールノー複

占が生じることは確実だからである.第4項は，保護範囲の拡大により!日技術を使用す

る場合に追加的にかかる費用増加分である.

各項の符号は，明らかに第 1項は正，第 4項は負である.ームq> ム奇より，保護範囲

拡大に伴い総生産量は減少するので，ムpは正となり，第 3項は正である.第 2項は，旧

技術で、の費用水準に依存する.両社が新技術を使用できる時の価格水準がi日技術での単位

を上回れば，すなわち戸 >cであれば，第 2項は負であるが，そうでなければ正と

なる.加えて，第 3項と第 4項とを比較すると，期待費用上昇水準 2に比して，価格上

昇は企業関の戦略的な相互関係から小さくなる.従って，第 4項の負の効果が第 3項の

正の効果を上回る.第 3項と第 4項の効果の和は， I価格コストマージンの変化による利

潤減少効果Jということができる.

単位費用 Cの値が小さい時，ームq> ム否なので，第 1項の正の効果を第 2項の負の効

果が上回る.つまり，第 1項と第 2項とを合わせた「生産量変化による利潤変化Jは負

となる.従って，ム日く Oとなり，保護範囲の拡大は両社が投資を行なった際の期待粗利

潤を減少させる.よって，保護範囲拡大によって投資企業数が減少するのである.これが

領域 R1において生じる内容である.

逆に，領域R2におけるように，単位費用の値が複占を維持するものの，かなり高水準

であり ，p*くCが成立するとしよう.この時， I日技術における生産量減少によって，大
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幅に費用が削減できるので，第 2項の符号が正となり， r生産量変化による利潤変化J(第

1項と第 2項との和)が正となる.この生産量変化による利潤増大効果が，価格コストマー

ジンの変化による利潤減少効果(第 3項と第 4項との和)を上回り，ム日 >0となる.従っ

て，保護範関拡大によって，投資企業数が増加するのである.

3.2 最適な R&D投資企業数

次に，厚生の観点からみて，望ましい新技術投資企業数をみておく.補題4と禎題5

の結果を関 1と同じ座標平面上に図示すると，図 2のようになる.図中の (mぅn)は，そ

れぞれ特許の保護範囲が狭い時に新技術を選択するべき企業数(m)，保護範囲が広い時に

新技術を選択するべき企業数 (η)を示している.

図 2 社会的に見て望ましい投資企業数
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図2から次のような結果が得られる.

命題 2 費用低下水準 C とR&D投資費用 Fが，図 2の領域 R3に存在している場合の

み，特許の保護範囲は狭いほうが望ましい.それ以外の領域に存在する場合は，どちら

の保護範閣でも構わない.

命題 2が示していることを確認するために，一社のみの投資から両社が投資すること

による厚生の変化を考える.保護範囲が広い時は，両社が技術開発を行なっても特許は一

社にしか与えられないので，厚生を増大させる効果はなく， R&D支出 Fの分だけ厚生を

減少させてしまう.つまり重複投資となり，摩生の観点から見て望ましくない.保護範囲

が狭い時は，技術開発を行った企業には必ず特許が与えられるので，RgιD支出 Fという

厚生の減少効果よりも，価格低下による厚生増大効果の方が大きければ，両社とも投資す

111 



特集経済法・経済規制と産業組織

る事が社会的に望ましい場合がある.したがって領域 R3では，特許の保護範圏が狭い方

が厚生の観点から望ましくなる.

3.3 投資企業数の過剰@過少

さらに，図 1と図 2とを保護範囲ごとに重ね合わせた図 3とnon-drasticinnovationの

部分を拡大して図 3を重ねて描いた図 4とを用い，投資企業数が過少か過剰かを考察す

る.この時に，新技術がnon-drasticinnovationで特許の保護範囲が狭い場合のみを扱っ

たMillsand Smith (1996)の結果の妥当性を検討する.彼らの求めた結果をまとめると次

の通りである.

O 

関 3 R&D投資の過剰性， j最少性

特許範囲:狭い

C 

2 
9 

1 
8 

特許範翻:広い

C 

結果 (Millsand Smith (1996)) (i) R&D費用が莫大で、，費用低下l揺が小さい時は，投資

企業数は O社となり，これは社会的に見て最適である. (ii) R&D費用がかなりの額で，

費用低下幅が大きくない時は，投資企業数は過少となる. (iii) 1社だけ R&D投資をす

る場合は，必ず，最適な投資企業数となっている. (iv) R&D費用が比較的かからず，費

用低下幅が大きい時，投資企業数は過剰となる. (v) R&D費用が低水準で，費用低下輔

が大きい場合，投資企業数は 2社であり，これは最適である.

に，両図の境界線を比較すると，投資企業数がO社と 1社との境界線(左上の太

線)，および最適投資企業数がO社と 1社との境界線(左上から 2番目の実践)は，保護範

聞の広さ，及び，新技術がdrasticか密かに依存しないことが見て取れる.つまり，保護

範囲の広さ，及び，新技術が drasticか苔かに全く依存せず， R&D投資費用は莫大であ

るのに大した費用低下が望めない場合は，最適な投資企業数が実現し，かなりの費用削減
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効果が見こめても R&D費用がある程度高い水準の時，投資企業数は社会的に見て過少と

なっている.これらの結果は， Mills and Smith (1996)の結果(i)と(ii)に相当してい

る.

図 4 保護範囲の変更と社会的に最適な託&D投資企業数
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第二に，図 3と図 4より，保護範囲が狭い時，新技術が drasticであるかどうかにかか

わらず，投資企業数が 1社である時は，必ず最適投資企業数が実現している.保護範囲

が広い場合にも，投資企業数が 1社である限り，最適となっている.従って， Mills and 

Smith (1996)の結果 (iii)は，より一般的な状況でも成立する.これらを命題にまとめて

おく.

命題3 (i)新技術がdrasticであるかに依存せず，保護範囲が狭い時に最適投資企業数

がゼロであるならば，保護範囲を拡大しでも，最適投資企業数はゼロである. (ii)投資

企業数が過少となるのは，新技術がdrasticであるかどうか，および保護範囲の広さに依

存しない. (iii)新技術がdrasticであるかどうかにかかわらず，保護範囲が狭くても広く

ても 1社のみが投資する時は，最適な投資企業数が達成されている.

第三に， Mills and Smith (1996)のCiv) と (v)の妥当性を検討しよう.図 3より，特

許範囲が狭い時は， drastic innovationであっても，先の二つの結果は成立するが，特許

範囲が広い時には， 2社の投資は必ず過剰となることが見て取れる.これは，明らかに結

果 (v)が成立しないことを意味する.これを命題としてまとめておく.

命題4 特許範囲が狭い場合， Mills and Smith (1996)の(iv) と (v)は成立する.特許

範囲が広い場合， drastic innovationにおいて 2社が投資を行なっているならば，必ず投

資企業数は過剰になる.
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3.4 特許の保護範器の変更による最漉投資企業数の達成可能性

ここでは，先進国諸国によって近年進められている知的財産権強化の一環としての特許

の保護範囲を拡大する「プロパテント」政策が，最適企業数をもたらすことが可能かどう

かを中心にすえてみていく.

命題 3(ii)からわかることは，特許の保護範囲の変更によって，社会的にみて過少な

投資企業数を増加させることはできないということである.つまり，保護範囲の変更とい

う特許制度設計では投資企業数に関する過少性を改善できない.加えて，図 4の領域 R6

およびdrasticinnovationにおいて， JLくFくよとなる領域では特許範囲の広さに関わ
72 --- 9 

らず，投資企業数が過剰となる.つまり投資水準と費用低下の組合せがこれらの領域にあ

る場合は，特許の保護範囲の変更によって社会的に望ましい投資企業数を実現できない.

つまり，これらの領域に R&D投資水準と限界費用低下稿の水準が存在すれば，プロパテ

ント政策は，最適投資企業数の達成に対して無効である.

加えて，関 3に示した保護範囲が狭い時の最適投資企業数が 2社である領域から領域

R5を除いた部分と国 4の領域 R2
および、drasticinno蹴 ionにおいて， iくFくiとな

る領域では，保護範囲が狭い時には社会的に望ましい数の企業が，広い時には過剰な数

の企業が投資を行なう.したがって，これらの領域では，プロパテント政策の実施によっ

て，最適企業数からの希離を引き起こす.

しかしながら，領域R4では，特許の保護範囲が狭い時には投資企業数が過剰で、あるの

に対して，広い時には社会的に見て望ましい.したがってこの領域では，特許の保護範囲

を拡大することで社会的に望ましい投資企業数を実現できる.

命題 5 R&D投資費用と限界費用低下幅が領域 R4に属していたとする.この持，特許

の保護範囲の拡大は，社会的に望ましい投資企業数を実現する.

命題5は，プロパテント政策によって，社会的に望ましい投資企業数を実現できる可能

性が極めて限定的であることを示している.

4割高音 語

本稿の目的は，特許範聞の拡大が，企業の技術選択にどのような影響を与えるかを，
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Mills and Smith (1996)の論文を援用しつつ分析することである.第一ステージで 2企業

は， I日技術と新技術のどちらを採用するかを同時に選択，第二ステージでクールノー競争

を行なうというモデルを構築した.その際，新技術が drasticinnovationであるかどうか

を考慮した.

本稿では次の 4つの結論を得た. (1)特許の保護範囲の拡大は， drastic innovationの

場合， R&D投資企業数を増加させることはあるが，減少させることはない. nOIトdrastic

innovationの場合，費用低下と投資費用の水準如何で， R&D投資企業数を増加させるこ

とも減少させることも起こりうる. (2)経済摩生を北較した場合，特許範囲の拡大が厚

生水準を増加させることはない. (3)経済厚生の観点から見ると，特許範国の狭さ広さ

に関わらず，費用低下と投資費用の水準如何で、は，投資企業数が過少になることも過剰に

なることもある. (4)特許範囲の拡大によって社会的に望ましい投資企業数を達成でき

る場合は極めて限定的である.

最後に今度の発展について簡単にまとめておく.第一に，モデルを寡占に拡張し， El-

berfeld (2003)が求めた結果が，特許範囲が拡大されても成立するか否かということを分

析することが挙げられる.第二に， managerial incentiveを明示的に導入した企業，プロ

フィットシェアリング型の企業，公営企業， NPOなどの利潤最大化以外の自的を有した

主体における技術選択を分析し，利潤最大化の場合とどのような違いが成立するか，特許

の保護範囲の拡大にその選択はどのような影響を蒙るのかといった内容を分析することが

挙げられる.
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